
開催期間（追加開催分）：令和5年1月下旬～2月上旬
詳しい日時、会場、プログラムは右記URLをご覧くださ
い。

【国土交通省による動画説明】
改正法について

木造戸建住宅向け
（省エネ計算によらない
省エネ基準への適合の
簡易判定法を学びます）

快哉か

講 習 内 容（「非住宅建築物（300㎡未満）向け」は改正建築物省エネ法オンライン講座で開催中）

開催期間（追加開催分）：令和5年1月下旬～2月上旬
詳しい日時、会場、プログラムは右記URLをご覧下さい。

◆開催場所：グランシップ静岡 （静岡市駿河区池田79-4）
1003会議室（募集人数50名）

◆開催日時：令和5年2月9日（木曜日）
◆開催時間：改正法令について木造戸建住宅向け

開場受付開始 13：00 開会 13：30～（2時間30分～3時間）
◆申込FAX番号 0545－63－8763

（FAX申込用紙をスキャンし、メール送信いただいても受付します。）
◆お問い合わせ先 一般社団法人富士山木造住宅協会

（静岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会）
電話（0545）35-3003 / メールアドレスinfo@fuji-jbn.com

◆その他 新型コロナウイルス及びインフルエンザ等の観戦予防、拡散防止のためのマスク着用
手指の消毒等のご協力をお願い致します。
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